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第１ 監査の種類

地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査

第２ 監査の対象

前 期 後 期

１ 教育委員会事務局

教育総務課、学務課・学校給食センター、生

涯学習課・図書館、文化振興課・博物館・上高

津貝塚ふるさと歴史の広場、スポーツ振興課、

指導課、真鍋小学校、中村小学校、土浦第二小

学校、上大津東小学校、土浦第二中学校、土浦

第四中学校

２ 市民生活部

市民活動課・一中地区コミュニティセンタ

ー・一中地区公民館・二中地区コミュニティセ

ンター・二中地区公民館・三中地区コミュニテ

ィセンター・三中地区公民館・四中地区コミュ

ニティセンター・四中地区公民館・上大津地区

コミュニティセンター・上大津公民館・六中地

区コミュニティセンター・六中地区公民館・都

和地区コミュニティセンター・都和公民館・新

治地区コミュニティセンター・新治地区公民

館、人権推進課、生活安全課・消費生活センタ

ー、市民課、環境保全課、環境衛生課・清掃セ

ンター

３ 市長公室

秘書課、政策企画課、行革デジタル推進課、

財政課、広報広聴課

４ 保健福祉部

社会福祉課、障害福祉課・つくしの家、高齢

福祉課、国保年金課、健康増進課

５ こども未来部

こども政策課、こども包括支援課・療育支援

センター、保育課・荒川沖保育所・霞ケ岡保育

所・ポプラ児童館

１ 総務部

総務課、防災危機管理

課、人事課、管財課、課税

課、納税課

２ 産業経済部

商工観光課・勤労青少年

ホーム、農林水産課

３ 都市政策部

都市計画課、都市整備

課、公園・施設管理課、建

築指導課

４ 建設部

道路管理課、道路建設

課、住宅営繕課、下水道

課、水道課

５ 消防本部

６ 会計課

７ 農業委員会事務局

８ 選挙管理委員会事務局

９ 議会事務局

１０ 監査委員事務局
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第３ 監査の実施場所及び日程

第４ 監査の範囲

次の表のとおり監査の対象ごとに定めた期間における財務に関する事務の執行及び

経営に係る事業の管理について監査を行った。

第５ 監査の着眼点

１ 歳入

(１)調定額の算定は適正か。

(２)調定の時期及び手続は適正か(調定漏れ、遅れなど)。

(３)調定の繰越(前年度収入未済額の繰越)はなされているか。

(４)収納の事務処理は適切か(納入通知書の発行等)。

(５)収入未済額の有無

(６)収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。

(７)過誤納金の還付手続は適正か。

(８)財産の目的外使用は適正か。

(９)貸付(使用)料は適正か。

２ 歳出

(１)違法若しくは不当な支出又は不経済な支出はないか。

実施場所 日 程

前 期

３０１・３０２会

議室及び第４委員

会室

令和５年９月１３日(水)から同年１１月２１日(火)まで

後 期

男女共同参画室研

修室、３０１・３

０２会議室及び第

４委員会室

令和５年１２月１２日(火)から令和６年２月２７日(火)

まで

監査の対象 監査の対象となる期間

前期 市民生活部、教育委員会事務

局、小学校及び中学校

令和５年４月１日から同年８月３１日まで

市長公室、保健福祉部及びこ

ども未来部

令和５年４月１日から同年９月３０日まで

後期 総務部、都市政策部、議会事

務局及び選挙管理委員会事務

局

令和５年４月１日から同年１１月３０日まで

産業経済部、建設部、会計

課、監査委員事務局、農業委

員会事務局及び消防本部

令和５年４月１日から同年１２月３１日まで
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(２)流用・充用の事務処理は適正か。

(３)前渡資金及び概算払金の保管及び精算は適正か。

(４)委託料、工事請負費等について、契約書等関係書類は整備され、内容は適正か。

(５)委託料、工事請負費等について、算定根拠は合理的な基準に基づいているか。

(６)委託料、工事請負費等について、支出は適正な時期に行われているか。

(７)委託料、工事請負費等について、履行確認は適正に行われているか。

(８)委託料、工事請負費等について、随意契約理由、業者選定、発注方法は適正か。

(９)委託料、工事請負費等について、前払金、部分払金の支払は適正か。

(１０)委託料、工事請負費等について、完了(完成)等の検査は確実に行われているか。

(１１)補助金について、交付要項、申請書、起案書等は整備されているか。

(１２)補助金について、算出は合理的な基準に基づいているか。

(１３)補助金について、交付決定は適正か。

(１４)補助金について、実績報告及び交付確定は適正か。

３ 財産

(１)収納金、釣銭等の現金及び通帳等の保管は適正か。

(２)金券等の保管及び取扱いは適正か。

(３)公用車の管理は適正か。

４ 行政一般

(１)時間外勤務の実施状況は適切か。

(２)公印使用簿、文書発送簿・収受簿、旅行命令簿の処理は適切か。

(３)事務決裁規程に基づき適正な事務処理を行っているか。

(４)公金外現金の取扱いは適正か。

５ 保育所及び児童館における管理事務

(１)違法若しくは不当な支出又は不経済な支出はないか。

(２)支払等で遅延しているものはないか。

(３)(廃棄する備品がある場合)廃棄処理方法は適切か。

(４)日本スポーツ振興センター保険に係る事務手続は適切に処理されているか。（保育

所に限る。）

(５)日本スポーツ振興センター保険の保険の給付は適切に処理されているか。（保育所

に限る。）

(６)給食配膳室は適切に管理され、衛生が保持されているか。（保育所に限る。）

(７)給食の保存状況及び保存期間は適切か。（保育所に限る。）

(８)食物アレルギー疾患をもつ者への対応の体制は適切か。（保育所に限る。）

(９)プール及びプール薬品は適切に管理されているか。（保育所に限る。）

(１０)砂場は適切に管理されているか。

(１１)遊具は適切に管理されているか。

(１２)保育所(児童館)内に危険な場所又は物はないか。
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(１３)保育所(児童館)概要の記載内容は適切か。

(１４)消防計画は適正に作成及び変更されているか。

(１５)現金の収受、保管及び銀行等への納入手続は適切か。

(１６)公印の管理、公印使用簿及び旅行命令簿の処理は適切か。

(１７)水道、電気等の使用量は適切か。

(１８)預金通帳及び印鑑は適切に管理されているか。(施錠等)

(１９)公金外現金の取扱いは適正か。

（２０）児童安全共済制度（保険）に係る事務手続は適切に処理されているか。（児童館

に限る。）

（２１）児童安全共済制度（保険）の保険の給付は適切に処理されているか。（児童館に

限る。）

（２２）委託料について、契約書等関係書類は整備され、内容は適正か。（児童館に限

る。）

(２３)委託料について、算定根拠は合理的な基準に基づいているか。（児童館に限る。）

(２４)委託料について、支出は適正な時期に行われているか。（児童館に限る。）

(２５)委託料について、履行確認は適正に行われているか。（児童館に限る。）

(２６)委託料について、随意契約理由、業者選定、発注方法は適正か。（児童館に限

る。）

(２７)委託料について、前払金、部分払金の支払は適正か。（児童館に限る。）

(２８)委託料について、完了(完成)等の検査は確実に行われているか。（児童館に限

る。）

６ 小学校及び中学校における管理事務

(１)違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

(２)支払が遅延しているものはないか。

(３)正当債権者に支出されているか。

(４)予算目的に反する支出はないか。

(５)(廃棄する備品がある場合)廃棄処理方法は適切か。

(６)切手・はがきは適切に管理されているか。

(７)実残枚数と受払簿の残は一致しているか。

(８)給食配膳室(給食室)は適切に管理され、衛生が保持されているか。

(９)食物アレルギー疾患をもつ者への対応の体制は適切か。

(１０)日本スポーツ振興センター保険料は適切に処理されているか。

(１１)公衆電話(及び私用電話)料金は適切に処理されているか。

(１２)旅行命令は適切に処理されているか。

(１３)運転日誌は適切に処理されているか。

(１４)貸与品台帳は適切に処理されているか。

(１５)理科室、準備室、保管庫は適切に管理されているか。(施錠等)

(１６)理科薬品の管理、廃棄、受払簿は適切に処理されているか。

(１７)プール及びプール薬品は適切に管理されているか。

(１８)ネットフェンス、樹木等は適切に管理されているか。
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(１９)屋外体育備品、遊具等は適切に管理されているか。

(２０)学校内に危険な場所又は物はないか。

(２１)学校要覧の記載内容は適切か。

(２２)消防計画は適正に作成及び変更されているか。

(２３)水道、電気等の使用量は適切か。

(２４)預金通帳及び印鑑は適切に管理されているか。(施錠等)

(２５)公金外現金の取扱いは適正か。

第６ 監査の方法

土浦市監査基準に準拠し、令和５年度における財務に関する事務の執行及び経営に

係る事業の管理が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているかについて、事前

に関係帳簿、証書類等を検査し、当日関係職員から説明を受け監査を実施した。

保育所、児童館、小学校及び中学校の事前監査においては、各対象施設に赴き、監

査の着眼点に基づき施設、遊具、薬品等の管理状況を検分するとともに、関係帳簿、

証書類等の確認、照合等を行った後、当該施設職員へのヒアリングを実施した。

第７ 監査の結果

各部課等における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、

一部の事項を除き適正であると認められた。

なお、指摘事項(監査の結果であって、監査委員が直ちに改善を要すると判断し、

措置を求めるものをいう。)については、次のとおりである。

また、この監査の結果に基づき又はこの監査の結果を参考として措置を講じたもの

については、地方自治法第１９９条第１４項の規定により監査委員に通知されたい。

指摘事項

該当部課等 確認した事実 措置すべき内容

課税課

現年分の軽自動車税に係る

課税保留によって滞納繰越

分の軽自動車税の調定の取

消しをしていた。

軽自動車税の課税保留処分等事務取扱要綱によれ

ば、軽自動車の所有者等が死亡し、相続人が不明の場

合は、相続人の不明が判明した日の属する年度の翌年

度から課税保留を開始し、課税保留が継続して３年を

経過したときに課税保留を開始した年度を初年度とし

て４年度目に課税取消しするとされているが、相続人

の不明が判明した日の属する年度の翌年度分の課税保

留を決定した時点で、それ以前の滞納繰越分の軽自動

車税の調定の取消しをしていた。

当該要綱の規定によれば、滞納繰越分の軽自動車税

については、課税取消しの対象ではないので、改めて

調定すべきであるし、仮に回収できないのであれば、

不納欠損処分を行うべきものであるため、適正に処理

されたい。

課税課
相続人の不明を理由に個人

市民税に係る調定の取消し

個人市民税の令和５年度の滞納繰越分並びに令和４

年度の現年度分及び滞納繰越分について、課税対象者
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をしていた。 が死亡し、その相続人が不明な場合は、当該課税対象

者に係る個人市民税の調定を相続人が不明であること

を理由に取消しをしていた。

相続人が不明であるため、債権の回収が困難なこと

は理解できるが債権を消滅させるためには、不納欠損

処分が必要であるため、当該個人市民税に係る調定を

改めて行い、必要に応じて不納欠損処分を行うべきで

ある。

三中地区公民

館

賃貸借している土地でマイ

カー通勤職員駐車場に係る

行政財産の目的外使用許可

を行っていた。

行政財産の目的外使用許可ができるのは、市が所有

している土地等の行政財産に限られるため、賃貸借し

ている土地を行政財産の目的外使用許可により使用さ

せることはできない。

本件土地に係る賃貸借契約書では転貸借が禁じられ

ているため、本件土地に駐車させるならば、その土地

の所有者の了解を得た上で、当該職員に転貸借をする

か、あるいは別の駐車場を確保する等適切な方法によ

り処理されたい。

公園・施設管

理課

余った駐車票を指定管理者

に使用させていた。

まとめて購入したほうが安価なのを理由に土浦市駅

東駐車場の駐車票を令和５年３月に５６，０００枚購

入したが、同年４月には、当該駐車場は、指定管理者

による管理に移行したため、その際に余った４２，０

００枚及び場内の４台の発券機の中に残されていた駐

車票を指定管理者にそのまま使用させていた。

また、土浦市駅西駐車場でも４２，０００枚の在庫

及び場内の３台の発券機の中に残されていた駐車票を

指定管理者に使用させていた。

担当課によれば、発券機に残された駐車票以外の両

駐車場併せて８４，０００枚の駐車票については、指

定管理の期間が終了した時点で返還すると口頭で約束

しているとのことだが、当該期間の終了時に市が駐車

場を直営することが決まっているわけでもなく、口約

束では履行される保証があるとも言えないため、現時

点で指定管理者に相応の負担を求めるべきである。

公園・施設管

理課

条例に定めのない料金を設

定している。

駐車場条例によれば、土浦市駅東駐車場及び土浦市

駅西駐車場の普通駐車料金の１日における最高限度額

を１，０００円とし、１００円券又は２００円券の駐

車場回数券を用いて支払うことができるとされている

が、令和２年８月から宿泊施設に限定して５００円で

両駐車場の１日の普通駐車料金の支払いが可能なホテ

ル宿泊者専用サービス券の販売を開始した。

地方自治法第２２８条第１項によれば、使用料に関

する事項については、条例でこれを定めなければなら

ないとされ、当該サービス券は、条例に定めのある回

数券ではなく、条例に定めのある駐車料金でもないた

め、当該サービス券を発行するためには、条例の改正

が必要である。

しかし、公の施設は、地方自治法第２４４条第１項

によれば、住民の福祉を増進する目的をもってその利

用に供するための施設とされることから、住民ではな

く、宿泊施設の利用者の利用を促進するために通常よ
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第８ 監査委員の意見

上記の監査の結果のほか、組織及び運営の合理化に資するために、監査委員が特に

言及することが必要と判断したものは、次のとおりである。

なお、軽微な事項については、事前及び本監査の際に口頭で伝えているため、記載

は省略する。

りも安い駐車料金を設定することについては、疑念も

あるため、条例の改正に限らず、補助金の交付等の別

の手段で政策目的を達成するような方法を検討し、適

正な措置を講じられたい。

なお、現在は、両駐車場の管理については、指定管

理者が行っており、駐車料金については、当該条例に

定める額が適用されるわけではなく、事前に市長の承

認を受けた額が駐車料金となるため、市が直営で管理

している場合に比べて裁量の範囲は大きくなると推察

されるが、本件については、指定管理者であっても許

容されるものではないと考えるため、留意されたい。

公園・施設管

理課

金券である駐車回数券を大

量に保管している。

令和５年４月１日から土浦市駅東駐車場及び土浦市

駅西駐車場は、指定管理者が管理しており、指定管理

者は別に回数券を作成し、販売するため、指定管理後

には使用しなくなった市が作成した１００円駐車回数

券、２００円駐車回数券及びホテル宿泊者専用サービ

ス券を施錠できる倉庫に保管している。

当該回数券等は、少なくとも指定管理の期間が終了

する令和９年度末まで使用する予定がなく、その後も

市の直営管理にならない限り使用することは想定しが

たいものであり、保管されている回数券等の額面の合

計が約３，４００万円と多額となっていることから、

盗難等のリスクを考慮し、適正な対処を検討された

い。

住宅営繕課

市営住宅の修繕に係る費用

のうち入居者が負担すべき

ものを市が負担していた。

市営住宅の入居者が負担すべき修繕費用について

は、市営住宅条例施行規則第１５条で畳の表替え、ふ

すま及び障子の張替え、破損ガラス、水道の蛇口、

鍵、ドアの取っ手、外灯の点滅器等の取替えその他附

帯施設の構造上重要でない部分の小修繕とされてい

る。

しかし、経年劣化や入居者の責に帰さない事由であ

ることを理由に本来入居者が負担すべき修繕費を市が

負担していたものがあった。

当該規則第１５条の規定によれば、修繕を要する原

因のいかんを問わず、同条の規定に該当するものは、

入居者に負担させるべきものであるため、適正に処理

されたい。
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１ 意見（保育所、児童館、小学校及び中学校以外の部課等に対するもの）

① 歳入

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等
（１）収入調定が遅れて

いた。

会計規則第８条第１項第３号の規定によ

れば、随時の収入で納入の通知を発するも

のの調定は、原因が発生したときに行うべ

きところ、行政財産の目的外使用許可をし

たにもかかわらず、１か月以上調定票を起

票していなかったものがあったため、適正

に処理されたい。

新治地区公民館

総合福祉会館の電気使用料は、一昨年度

（令和３年度）の実績に基づいて算定して

おり、年度当初には調定額が確定している

ため、４月１日付けで調定をする必要があ

るが、９月に行っていたため、適正に処理

されたい。

障害福祉課

（２）収入調定の額に誤

りがあった。

新型コロナ信用保証料補助金返還金につ

いて、誤った金額で調定をしていたものが

あったため、適正に処理されたい。

商工観光課

（３）未収金の年度繰越

の調定を行ってなか

った。

放課後児童クラブ育成料過年度滞納繰越

金（平成１９年度分から令和３年度分ま

で）については、出納整理期間がないた

め、４月１日をもって翌年度の収入として

調定すべきものであるが、その調定を行っ

てなかったことから、適正に処理された

い。

保育課

（４）納入通知で納期限

を記載していないも

のや納期限を誤った

ものがあった。

会計規則第１３条の規定によれば、納入

の通知をする場合の納期限を法令等、契約

その他の定めがあるものを除くほか、納入

通知書による場合にあっては納入通知書の

発行の日から２０日以内、その他のものに

よる場合にあっては調定をした日から２０

日以内において適宜定めなければならない

とされているところ、空地草刈手数料及び

自動販売機電気使用料の納入通知で納期限

を記載していないものがあったため、適正

に処理されたい。

環境衛生課

行政財産の目的外使用料の納入通知で納

期限を記載していないものがあったため、

適正に処理されたい。

市民課

行政財産の目的外使用料及び土地使用料

の納入通知で納期限を記載していないもの

があったため、適正に処理されたい。

スポーツ振興課
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行政財産の目的外使用許可（児童クラブ

外部委託職員分マイカー通勤駐車場代）の

納入通知で納期限を記載していないものが

あったため、適正に処理されたい。

保育課

市民ギャラリー使用料及び自動販売機に

係る行政財産の目的外使用料の納入通知で

納期限を記載していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

文化振興課

ダンボール売払代の納入通知で納期限を

記載していないものがあったため、適正に

処理されたい。

学務課

ねたきり老人等福祉手当返還金の納入通

知で納期限を記載していないものがあった

ため、適正に処理されたい。

高齢福祉課

児童手当過年度過払返還金の納入通知で

納期限を記載していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

こども政策課

利用者給食負担金の納入通知で納期限を

記載していないものがあったため、適正に

処理されたい。

つくしの家

自動販売機に係る電気料金の納入通知で

納期限を記載していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

健康増進課

福祉手当過年度返還金の納入通知で発行

日から２０日以内の納期限を定めるべきと

ころ、その期間を超えて納期限を設定して

いたことから、適正に処理されたい。

障害福祉課

情報公開等実費収入の納入通知書で納期

限を記載していないものがあったため、適

正に処理されたい。

総務課

屋外広告物表示許可手数料の納入通知書

で納期限を記載していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

都市計画課

りんりんポートの使用料の納入通知書で

納期限を記載していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

都市整備課

敷地貸付料の納入通知書で納期限を記載

していないものがあったため、適正に処理

されたい。

住宅営繕課



- 10 -

ホームページバナー及び広報つちうらの

広告掲載料の納入通知で発行日から２０日

以内の納期限を定めるべきところ、その期

間を超えて納期限を設定していたことか

ら、適正に処理されたい。

広報広聴課

霊園管理料の納入通知で発行日から２０

日以内の納期限を定めるべきところ、その

期間を超えて納期限を設定していたことか

ら、適正に処理されたい。

環境衛生課

行政財産の目的外使用許可に係る自動販

売機の電気料の納入通知で発行日から２０

日以内の納期限を定めるべきところ、納期

限を定めていないものがあったため、適正

に処理されたい。

二中地区公民館

行政財産の目的外使用許可に係る使用料

及び自動販売機の電気料の納入通知で発行

日から２０日以内の納期限を定めるべきと

ころ、納期限を定めていないものがあった

ため、適正に処理されたい。

三中地区公民館

行政財産の目的外使用許可に係る使用料

の納入通知で発行日から２０日以内の納期

限を定めるべきところ、納期限を定めてい

ないものがあったため、適正に処理された

い。

四中地区公民館

行政財産使用許可事務処理基準によれ

ば、行政財産の目的外使用許可の更新を年

度単位で行う際は、使用料を年度初めに納

付させることができるとされているが、納

付期限を記載せず、使用料の納付が８月末

となっているものがあったため、適正に処

理されたい。

新治地区公民館

（５）マイカー通勤職員

駐車場使用料の納付

について

まちかど蔵に勤務する土浦市観光協会の

職員は、マイカー通勤のため、行政財産の

目的外使用許可を得て当該施設の一部を駐

車場として使用している。

当該許可に係る使用料については、職員

等の行政財産における通勤用自動車の駐車

に関する要綱第７条によれば、毎月又は翌

月以降の使用分も含めまとめて納入するこ

とができるとされるが、令和５年４月から

６月までの使用料を８月に、７月から１１

月までの使用料を１２月に支払っており、

通常であれば、延滞金が発生するはずであ

るが、納入通知書に納期限を記載しておら

ず、延滞金の算定及び徴収ができないた

め、適正に処理されたい。

商工観光課
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（６）行政財産の目的外

使用許可に係る使用

料の納入が遅れたも

のに係る対応につい

て

自動販売機に係る行政財産の目的外使用

料が納付書に定めた支払期限を超過して納

入されたことについて、延滞金が発生する

か否かの検討がされていなかったため、適

正に処理されたい。

スポーツ振興課

証明写真機に係る行政財産の目的外使用

料が納付書に定めた支払期限を超過して納

入されたことについて、延滞金が発生する

か否かの検討がされていなかったため、適

正に処理されたい。

市民課

電柱の設置に係る行政財産の目的外使用

許可の使用料が納付書に定めた支払期限を

超過して納入されたことについて、延滞金

が発生するか否かの検討がされていなかっ

たため、適正に処理されたい。

保育課

道路占用許可について、納付書に定めた

納期限を超過して納入されたものがあった

が、延滞金が発生するか否かの検討がされ

ていなかったため、適正に処理されたい。

道路管理課

納期限を過ぎた水路使用料の支払いにつ

いて、延滞金が発生するか否かの検討がさ

れていなかったため、適正に処理された

い。

農林水産課

複数年にわたる水路使用の許可に係る２

年目以降の使用料は、公共物管理条例第５

条第３項ただし書きによれば、５月３１日

までに納付するとされているが、当該期日

までに支払わなかった納入義務者について

は、督促及び延滞金を考慮せずに新たな納

期限の納入通知書を再発行し、使用料を納

入させていたものがあったため、適正に処

理されたい。

農林水産課

水路敷地使用料について、納期限までに

使用料を支払わず納入通知書を紛失した納

入義務者について、督促及び延滞金を考慮

せずに新たな納期限の納入通知書を再発行

し、使用料を納入させていたものがあった

ため、適正に処理されたい。

下水道課

（７）行政財産の目的外

使用許可の更新が遅

れていた。

自動販売機の設置に係る行政財産の目的

外使用許可の更新については、前年度分の

許可の期間（３月３１日まで）が満了する

まで更新に係る許可を受ける必要があると

ころ、当該許可に係る起案の決裁日が５月

２３日となっているものがあった。

前年度の許可期間が満了した時点で更新

新治地区公民館
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の許可には当たらず、新規の許可として取

り扱うべきであるため、適正に処理された

い。

（８）使用料の徴収時期

が誤っていた。

青少年の家に宿泊する場合の使用料につ

いては、青少年の家条例第１０条の規定に

よれば、宿泊する日までに徴収するべきと

ころ、連泊した最終日に使用料を徴収して

いるものがあったため、適正に処理された

い。

生涯学習課

（９）現金取扱員でない

ものが現金の収納を

行っていた。

教育財産である上高津貝塚ふるさと歴史

の広場に駐車しているつくしの家の職員に

係るマイカー通勤職員駐車場代の徴収につ

いては、教育委員会の権限に属する事務の

補助執行に関する規則第２条の規定により

障害福祉課の職員に補助執行させることと

されているが、その権限がないつくしの家

の職員が現金を預かり、現金取扱員とし

て、当該駐車場代を指定金融機関等に払い

込みをすることは適切ではないため、適正

に処理されたい。

つくしの家、文化振興課

（10）行政財産の目的外

使用料の収納先を誤

っていた。

教育財産である公民館の行政財産の目的

外使用料（マイカー通勤職員駐車場代）

は、財産を管理する生涯学習課の歳入とす

べきところ、三中地区公民館の歳入として

いたことから、適正に処理されたい。

三中地区公民館

（11）行政財産の目的外

使用料の収納先を誤

り、許可権者が許可

を行っていなかっ

た。

生涯学習課が所管する公民館に設置され

ている図書館分館の行政財産の目的外使用

料（マイカー通勤職員駐車場代）について

は、公民館を財産として管理している生涯

学習課が許可し、生涯学習課の歳入として

収納すべきところ、図書館で許可を行い、

図書館の歳入にしていたことから、適正に

処理されたい。

図書館

（12）行政財産の目的外

使用許可に係る事務

処理を誤ったものが

あった。

教育委員会の権限に属する事務の補助執

行に関する規則により公民館の管理運営に関

する事務を補助執行する市民活動課職員が本

年度から教育委員会生涯学習課職員を併任

することになったことから、公民館職員の

マイカー通勤駐車場に係る行政財産の目的

外使用許可については、市民活動課職員が

許可の起案を行い、納入通知を発行し、当

該許可を受けた公民館職員に使用料を納入

させるべきところ、当該公民館職員に納付

書の作成をさせ、さらに市民活動課職員

は、毎月の使用料の納入状況の確認もして

いなかったため、当該許可に係る使用料を

生涯学習課の歳入とすべきところ、公民館

の歳入としていたことから、適正に処理さ

市民活動課
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れたい。

（13）消費税額を誤って

領収書を発行してい

た。

コピー使用料に係る領収書で消費税の額

を誤って記載していたものがあったため、

適正に処理されたい。

総務課

（14）広告物設置料の調

定額を誤っていたも

のがあった。

土浦駅西口ペデストリアンデッキ案内看板

広告については、市と広告設置者との間で、

令和２年８月１日から令和５年７月３１日ま

での期間で協定を結び広告物設置料を徴収し

ており、期間満了日の３か月前の令和５年４

月３０日までに双方からの申出が無い場合

は、１年毎に自動更新するとされている。

令和５年４月１日に新年度分の広告物設置

料を調定し、請求する際は、当該協定は更新

されていないため、当初の期間満了日の令和

５年７月３１日までの分の広告物設置料の調

定及び請求しかできないはずだが、令和５年

度末までの１年間分の調定及び請求をしてい

たため、適正に処理されたい。

商工観光課

（15）決裁を受けた内容

と違う処理をしたも

のがあった。

行政財産の目的外使用に係る更新許可につ

いて、起案では「納入通知書の納期限を５月

中旬までとして発行いたしたい」と決裁を受

けておきながら、発行した納入通知書の納期

限を５月２３日と定めていたものがあったた

め、適正に処理されたい。

住宅営繕課

（16）誤った様式の書類

を受領し、その手続

きを行っていなかっ

た。

公共物管理条例に基づき水路敷地の使用を

許可している件について、売買により使用者

が変更となった場合は、同条例第１０条第１

項の市長の承認を受けるため、権利の譲渡の

承認に係る申請をする必要があるところ、申

請者が誤って提出した公共物使用許可変更申

請書を補正させることなく受理し、当該申請

書に係る決裁等の手続きをすることなく、

保管していたものがあったため、適正に処

理されたい。

下水道課

（17）使用料の調定の時

期について

行政財産の目的外使用許可の更新に係る使

用料を４月１日に請求しているが、発生主義

会計の原則に則ると、金額が確定した４月１

日時点で調定すべきところ、後日使用者から

使用料の納入があった時点で入金伝票を起票

している。

請求した使用料については、別に帳簿を備

え、その収入状況を確認しているわけでもな

く、債権としてきちんと管理できているとは

言い難いため、適正な処理をされたい。

水道課

（18）収納すべき期間を

超えて収納したもの

があった。

現金を直接預かったときは、会計規則第

１８条第２項によれば、当日又は翌日に払込
書に現金を添えて指定金融機関等に払い込ま

なければならないとされるところ、窓口で受

都市計画課
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領した刊行物領布代、用途図印刷手数料及

び各種手数料に係る現金が当該期日を超え

て収納していたものがあったため、適正に

処理されたい。

公民館の公民館使用料及びコピー使用料

について、会計規則第１８条第２項ただし

書きによれば、収入金の額の合計が１万円

未満である場合に限り、当該収入金を収納

した日から起算して７日を経過する日まで

に払い込むことができるとされているが、

その期間を超えて指定金融機関等に払い込

みをしているものがあったため、適正に処

理されたい。

一中地区公民館、三中地

区公民館、四中地区公民

館、上大津公民館、六中

地区公民館、都和公民

館、新治地区公民館

青少年の家の使用料について、会計規則

第１８条第２項ただし書きによれば、収入

金の額の合計が１万円未満である場合に限

り、当該収入金を収納した日から起算して

７日を経過する日までに払い込むことがで

きるとされているが、その期間を超えて指

定金融機関等に払い込みをしているものが

あったため、適正に処理されたい。

生涯学習課

（19）収納金を釣銭とし

て利用していた。

ごみ手数料として窓口で預かった現金

は、会計規則第１８条第２項の規定によれ

ば、当日又は翌日に指定金融機関等に払い

込みをすべきところ、それを行わずに数日

間釣銭として利用していたことは不適切で

あるため、適正に処理されたい。

清掃センター

（20）遡及して使用許可

を行っていたものが

あった。

電柱の新規設置に係る行政財産の目的外

使用許可について、当該許可に係る起案の

日よりも前の期日から使用を開始すること

を認める許可を出していたものがあったた

め、適正に処理されたい。

市民活動課

（21）行政財産の目的外

使用許可に係る請書

を提出していないも

のがあった。

財産管理規則第２６条第５項の規定によ

れば、臨時的使用等に係る行政財産の目的

外使用許可書を交付された者は、目的外使

用の許可の条件を遵守することを誓約する

ため請書を提出しなければならないとされ

るが、その請書の提出がなかったものがあ

ったため、適正に処理されたい。

環境衛生課

（22）使用料を納付する

前に使用を開始して

いた。

行政財産使用料条例第４条の規定によれ

ば、使用料は、使用を開始する日までにそ

の全額を徴収するとされるところ、新規で

自動販売機を設置する行政財産の目的外使

用許可について、使用料を納付する前に使

用を開始していたものがあったため、適正

に処理されたい。

スポーツ振興課
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② 歳出

（23）行政財産の目的外

使用許可の許可期間

等を誤っているもの

があった。

川口運動公園の駐車場の目的外使用許可

については、許可の期間を１年とし、その

使用料は、利用日数に応じて算定してい

る。

しかし、許可の期間を１年とするのであ

れば、１年分の使用料を徴収すべきであ

り、１年間の使用を許可しておきながら、

許可の期間のうち実際に使用する期日分だ

け使用料を払えばよいというのは、不自然

である。

現状のように利用日数に応じて使用料を

徴収したいのであれば、臨時許可として使

用日を特定して個別に許可を行う必要があ

ると推察されるため、許可の期間、使用料

の算定方法等を検討されたい。

スポーツ振興課

（24）行政財産の目的外

使用許可に係る使用

料の減免の決裁権者

を誤っていた。

行政財産の目的外使用許可については、

使用料を減免する際は、市長の決裁が必要

であるところ、消防長が専決していたもの

があったため、適正に処理されたい。

消防本部

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等
（１）不経済な支出と認

められるものがあっ

た。

土浦市営駐車場は、令和５年４月１日か

ら指定管理者が運営しており、指定管理の

開始とともに回数券は指定管理者が独自に

発行するものを使用している。

市が直営していた令和４年１１月末の１

００円駐車回数券の在庫が２５，０２６枚

であったところ、同年１２月に２８，００

０枚購入し、令和５年４月に指定管理者に

移行する時点で３７，７３７枚の駐車回数

券が余っていた。

令和４年１２月から令和５年３月の販売

及び交換実績は１５，２８９枚であり、結

果として１２月に追加購入した分に係る経

費２４０，２４０円が不要な支出であった

ため、必要数及び購入時期を見極め、不経

済な支出とならないよう心掛けられたい。

公園・施設管理課

（２）予算配当前の期日

で支出負担行為を起

票したものがあっ

た。

予算の手当がない消耗品及び備品の購入

に際し、予算の流用を行ったものの、その

手続きが終了した期日以前の期日をもって

支出負担行為票を起票していたものがあっ

たため、適正に処理されたい。

こども政策課

（３）前渡資金の精算を

規則で定める期日を

超えて行っていた。

会計規則第６５条第１項第２号の規定に

よれば、随時の費用に係る経費の前渡資金

は、支払の終わった日から５日以内に精算

社会福祉課、生涯学習課
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しなければならないがそれを怠っているも

のがあったため、適正に処理されたい。

（４）前渡資金の精算の

報告がされていなか

った。

会計規則第６５条第１項の規定によれ

ば、同項各号に掲げる経費の区分ごとに資

金前渡精算書を作成し、当該各号に定める

期日までに、証拠書類を添えて予算執行者

に精算の報告をしなければならないとされ

るが、その報告を行っていないものがあっ

たため、適正に処理されたい。

清掃センター、選挙管理

委員会

（５）契約保証金を徴し

ていないものがあっ

た。

契約規則第３３条第１項の規定によれ

ば、市と契約しようとする者には、契約金

額の１００分の１０に相当する額以上の額

の契約保証金を納めさせるものとされ、同

規則第３４条第１項各号のいずれかに該当

するときは、その全部又は一部を免除でき

ることになっているが、契約保証金を免除

する理由及び免除する旨の意思決定がな

く、契約保証金を徴していないものがあっ

たため、適正に処理されたい。

人権推進課、社会福祉

課、障害福祉課、健康増

進課、保育課

（６）委託契約で再委託

(変更)承認申請書が

提出されていないも

のがあった。

請負工事及び委託業務執行規則第２７条

の規定によれば、受託者が別の業者に委託

業務の一部を委託するときは、市長の承諾

が必要であるとされるところ、再委託(変

更)承認申請書が提出されてなく、同条に規

定する手続きを行っていないものがあった

ため、適正に処理されたい。

新治地区公民館、社会福

祉課、障害福祉課、健康

増進課、スポーツ振興課

（７）委託契約で工程

表、管理技術者及び

照査技術者選任(変

更)通知書又は着手届

のいずれか又は全て

の提出がないものが

あった。

請負工事及び委託業務執行規則によれ

ば、委託契約には、工程表、管理技術者及

び照査技術者選任(変更)通知書及び着手届

の提出が必要であるがその一部又は全部の

提出がないものがあった。

当該規則に定めがあるということは、こ

れらの書類が委託業務の管理に必要なもの

であるということなので、委託業務を適切

に管理するためにも必要な書類を提出させ

ることとされたい。

政策企画課、行革デジタ

ル推進課、一中地区公民

館、人権推進課、環境衛

生課、清掃センター、社

会福祉課、高齢福祉課、

国保年金課、こども政策

課、療育支援センター、

保育課、教育総務課、学

務課、学校給食センタ

ー、生涯学習課、文化振

興課、博物館、上高津貝

塚、スポーツ振興課、指

導課

（８）委託契約で監督職

員が選任されていな

いものがあった。

地方自治法第２３４条の２第１項によれ

ば、工事若しくは製造その他についての請

負契約又は物件の買入れその他の契約をし

たときは、契約の適正な履行を確保するた

め又はその受ける給付の完了の確認のため

に監督及び検査が必要であり、監督職員を

選任し、請負工事及び委託業務監督要綱の

規定により、委託業務の監督を適正に執行

されたい。

政策企画課、行革デジタ

ル推進課、総務課、人事

課、管財課、納税課、一

中地区公民館、三中地区

公民館、都和公民館、人

権推進課、環境保全課、

清掃センター、社会福祉

課、障害福祉課、つくし

の家、高齢福祉課、国保
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年金課、こども政策課、

こども包括支援課、療育

支援センター、保育課、

商工観光課、勤労青少年

ホーム、農林水産課、都

市計画課、都市整備課、

住宅営繕課、道路管理

課、下水道課、水道課、

教育総務課、学校給食セ

ンター、生涯学習課、図

書館、文化振興課、上高

津貝塚、指導課

（９）監督命令書の押印

が漏れていたものが

あった。

委託契約に係る監督命令書で命令者であ

る課長の押印がないものがあったため、適

正に処理されたい。

こども政策課、道路管理

課、教育総務課、文化振

興課

（10）監督命令書の命令

者の誤りがあった。

委託契約の監督命令書の命令者は、担当

課長であるべきところ、副館長が監督命令

を行っていたものがあったため、適正に処

理されたい。

博物館

（11）委託契約で工事請

負契約に関する書類

が添付されていた。

委託契約については、着手届、管理技術

者及び照査技術者選任(変更)通知書及び業

務工程表を提出させるべきところ、着工

届、現場代理人及び主任(監理)技術者等選

任(変更)通知書及び工事工程表が提出され

ているものがあったため、必要な書類をよ

く確認されたい。

こども政策課、道路管理

課、水道課、教育総務課

（12）契約書に記載すべ

き事項が漏れている

ものがあった。

契約書には、契約規則第３０条各号に規

定する契約の目的や契約金額等の事項を記

載すべきところ、その一部が記載されてい

ないものがあったことから、不足する事項

がないよう適正に処理されたい。

総務課、人事課、納税

課、消費生活センター、

社会福祉課、障害福祉

課、国保年金課、健康増

進課、商工観光課、農林

水産課、建築指導課、住

宅営繕課、学務課、図書

館、スポーツ振興課、指

導課

（13）見積書を徴さない

で委託契約している

ものがあった。

契約規則第２７条の規定によれば、随意

契約をするときは、契約条項その他見積り

に必要な事項を示して、見積書を徴さなけ

ればならないとされており、仮に見積書を

徴することができない場合等であれば、そ

の旨を起案に記載するようにされたい。

行革デジタル推進課、消

防本部

（14）委託契約の請書の

裏面(契約条項)がな

いものがあった。

委託契約は、契約規則第２９条第１項各

号にいずれかに該当するときは、契約書に

よらず、その他契約の締結を証する書面を

徴することで足りるとされている。

今回提出のあった請書は、管財課のホー

一中地区公民館
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ムページにある委託契約の請書の様式を使

ったものと推察されるが、当該様式の表面

には、「裏面の条項の規定に従い」との記載

があり、裏面に記載すべき内容があるにも

かかわらず、その記載がないのは、契約の

締結を証する書面として不適切であるた

め、提出のあった請書の内容を確認するよ

うにされたい。

（15）委託契約の起案に

随意契約の理由のな

いものがあった。

契約は、競争入札が原則であり、その例

外として地方自治法施行令第１６７条の２

第１項各号のいずれかに該当する場合に限

り、随意契約ができるものであるから、当

該各号に掲げる条件に該当するか否かの判

断に随意契約の理由や適用条項の記載は必

要なものであるため、適正に処理された

い。

教育総務課

（16）起案に添付された

健康保険等の被保険

者証の写しの記号・

番号及びＱＲコード

の全て又はいずれか

がマスキングされて

いないものがあっ

た。

委託や工事の起案に雇用関係の確認等の

目的で受注者から提出された健康保険等の

被保険者証の写しが添付されていたものが

あったが、医療保険の被保険者証に係る被

保険者等の記号・番号及びＱＲコードにつ

いては、プライバシー保護の観点から健康

保険法等の医療保険各法により健康保険事

業又はこれに関する事務の遂行等の目的以

外で告知を求めることを禁止するとされて

いる。

したがって、被保険者証の写しの提出を

受ける場合は、被保険者等の記号・番号及

びＱＲコードをマスキングしたものを受領

するようにされたい。

生活安全課、環境衛生

課、清掃センター、保育

課、農林水産課、都市計

画課、都市整備課、公

園・施設管理課、道路管

理課、道路建設課、下水

道課、水道課、教育総務

課、学校給食センター、

生涯学習課、スポーツ振

興課

（17）特定施設等との随

意契約締結予定表又

は随意契約締結状況

表の公表をしていな

かった。

特定施設等（シルバー人材センター）と

随意契約をする場合は、契約予定日の１４

日前までに随意契約締結予定表を、契約締

結後速やかに随意契約締結状況表を管財課

に提出し、公表することとされているが、

そのいずれか又は両方を行っていないもの

があったため、適正に処理されたい。

管財課、一中地区公民

館、三中地区公民館、四

中地区公民館、都和公民

館、新治地区公民館、市

民課、環境保全課、清掃

センター、公園・施設管

理課、道路管理課、学校

給食センター、生涯学習

課、スポーツ振興課

（18）収納の委託に係る

告示等を行っていな

かった。

会計規則第３２条第１項の規定によれ

ば、地方自治法施行令第１５８条第１項又

は第１５８条の２第１項その他法令の規定

による私人への歳入の徴収又は収納の事務

の委託を行うときは、同規則第３２条第１

項に定める所要の手続きを経て、同条第２

項の規定により、告示及び公表を行い、同

条第３項の規定により、収入事務受託者証を

交付する必要があるが、その全部又は一部

を行っていないものがあったため、適正に

管財課、高齢福祉課、都

市整備課、住宅営繕課、

スポーツ振興課
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処理されたい。

（19）集合契約に係る契

約書に契約を委任し

た者の名簿が添付さ

れていなかった。

検診等を実施する各医療機関の委任を受

けた医師会等を代表者として契約する集合

契約の契約書で代表者に委任した医療機関

の名簿が添付されていないものがあったた

め、適正に処理されたい。

健康増進課、こども包括

支援課

（20）検査員の選任を誤

っていた。

請負工事及び委託業務検査要綱第３条の

規定により担当課長が検査を執行すべき工

事等の検査員は、同要綱第４条の規定によ

れば、担当課長又は担当課長が工事等担当

以外の主任以上の職員のうちから工事等ご

とに指名したものとされるところ、担当係

長が検査を行っていたものがあったため、

適正に処理されたい。

農林水産課、建築指導

課、住宅営繕課、博物館

（21）検査員の指名の記

録がないものがあっ

た。

請負工事及び委託業務検査要綱第３条の

規定により担当課長が検査を執行すべき工

事等の検査員は、同要綱第４条の規定によ

れば、担当課長又は担当課長が工事等担当

以外の主任以上の職員のうちから工事等ご

とに指名したものとされるところ、担当課

長以外のものが検査員となっている委託業

務の起案等に検査員を指名する旨の記録が

なかったことから、適正に処理されたい。

清掃センター、上高津貝

塚

（22）履行確認に係る書

類を取り違えていた

ものがあった。

総価契約した委託料の部分払いをする際

は、一部履行届により出来高検査をすべき

ところ、業務完了届で出来高検査を行って

いたものがあったため、適正に処理された

い。

保育課

総価契約した委託料の部分払いに係る検

査は、出来高検査調書により行うべきとこ

ろ、業務完了検査調書で行っているものが

あったため、適正に処理されたい。

上高津貝塚

単価契約の委託の毎月の支払いは、業務

完了届及び完了検査調書によるべきとこ

ろ、一部履行届及び出来高検査調書により

処理しているものがあったため、適正に処

理されたい。

水道課

（23）伝票を起票してい

ない、又は決裁を受

けていないものがあ

った。

会計規則第４２条第１項の規定によれ

ば、委託契約の支出負担行為は、契約を締

結したときに起票すべきところ、起票され

ていないものがあったため、適正に処理さ

れたい。

行革デジタル推進課、こ

ども政策課、保育課

委託契約について、金額の変更を含む変

更契約を行っていたにもかかわらず、変更

教育総務課
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負担行為を起票していないものがあったた

め、適正に処理されたい。

委託契約に係る支出負担行為票を起票し

たものの、決裁を受けていないものがあっ

たため、適正に処理されたい。

商工観光課

（24）仕様書を作成しな

いで委託契約をして

いるものがあった。

契約規則第３１条の規定によれば、工事

又は製造等の請負契約に係る契約書には、

その附属書類として、工事費の内訳明細

書、工程表、図面、設計書、仕様書その他

必要な書類を添付しなければならないとさ

れていることから、契約の内容や条件が分

かる仕様書等を作成して契約するようにさ

れたい。

一中地区公民館、三中地

区公民館、四中地区公民

館、公園・施設管理課、

指導課

（25）指定管理者との協

定内容等の不備につ

いて

指定管理業務に係る基本協定書によれ

ば、指定管理者から毎月提出される事業報

告書については、その内容を承認できるか

決裁すべきところ、受領しただけになって

いたため、適正に処理されたい。

市民活動課

指定管理業務に係る基本協定書によれ

ば、指定管理者から毎月提出されるはずの

事業報告書が一切提出されていなかったこ

とから、適正に処理されたい。

障害福祉課

指定管理業務に係る基本協定書に個人情

報取扱特記事項が添付されていなかったも

のがあったため、適正に処理されたい。

農林水産課、公園・施設

管理課

指定管理業務に係る基本協定書に別記と

して添付されるべき書類が添付されていな

いものがあったため、適正に処理された

い。

商工観光課

（26）契約書等に係る不

備について

委託業務に係る契約書で市長印の押印が

漏れているものがあったため、適正に処理

されたい。

選挙管理委員会、環境保

全課、議会事務局

委託業務に係る契約書は、２部作成し、

委託者及び受託者がそれぞれ１部保管すべ

きところ、市が２部保管しているものがあ

ったため、適正に処理されたい。

教育総務課

個人情報取扱特記事項の変更に関する覚

書で市長印が漏れているものがあったた

め、適正に処理されたい。

保育課

委託契約の契約書に約款が添付されてい

ないものがあったため、適正に処理された

い。

消防本部
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委託契約の契約書に個人情報取扱特記事

項が添付されていないものがあったため、

適正に処理されたい。

商工観光課

（27）管財課が契約すべ

き契約を担当課で行

っていたものがあっ

た。

契約規則第５２条第１項第１号の規定に

よれば、担当課で契約できるのは、１件の

予定価格が３０万円未満の契約とされると

ころ、３０万円以上の委託契約を担当課で

行っていたものがあったため、適正に処理

されたい。

スポーツ振興課

（28）変更契約を行って

いないものがあっ

た。

複数年にわたる委託契約で初年度の支払

いの上限額を定めていたが、想定より出来

高が高く、予定した支払いの上限額を超え

る請求を受けたことについて、起案には、

その対応に係る記載があったものの、変更

契約は行っていなかった。

契約書に定めた初年度の支払いの上限額

を超えて支出することには異論はないもの

の、契約書に定めた事項を変更して支出す

ることになるため、変更契約を行った上で

支出されたい。

国保年金課

（29）委託契約に添付し

た個人情報取扱特記

事項の記載が足りな

いものがあった。

令和５年４月１日から個人情報の保護に

関する法律が地方公共団体にも適用される

ことになったことに伴い、個人情報の取り

扱いを含む業務を委託する場合の契約書に

添付する個人情報取扱特記事項にも変更が

生じ、長期継続契約で同日前に契約したも

のについては、同日までに個人情報取扱特

記事項の変更に関する覚書の締結を行う必

要があったが、その対応が漏れているもの

があったため、適正に処理されたい。

人事課、管財課、納税

課、一中地区公民館、二

中地区公民館、三中地区

公民館、四中地区公民

館、上大津公民館、六中

地区公民館、都和公民

館、新治地区公民館、市

民課、清掃センター、環

境保全課、障害福祉課、

つくしの家、国保年金

課、健康増進課、こども

政策課、療育支援センタ

ー、保育課、商工観光

課、都市整備課、水道

課、学務課、学校給食セ

ンター、図書館、文化振

興課、博物館、上高津貝

塚、生涯学習課、スポー

ツ振興課、消防本部

（30）安全管理措置の報

告等に係る書面が提

出されていないもの

があった。

個人情報の取り扱いを含む業務を委託す

る場合の契約書に添付した個人情報取扱特

記事項の第９条によれば、受注者は、当該

業務に着手する前に安全管理措置の報告等

を書面で行うこととされているが、当該書

面が提出されていないものがあったため、

適正に処理されたい。

政策企画課、行革デジタ

ル推進課、総務課、人事

課、管財課、課税課、納

税課、市民活動課、一中

地区公民館、二中地区公

民館、三中地区公民館、

四中地区公民館、上大津

公民館、六中地区公民

館、都和公民館、新治地
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区公民館、生活安全課、

人権推進課、市民課、環

境衛生課、清掃センタ

ー、環境保全課、障害福

祉課、つくしの家、高齢

福祉課、国保年金課、健

康増進課、こども政策

課、療育支援センター、

保育課、商工観光課、勤

労青少年ホーム、農林水

産課、都市整備課、公

園・施設管理課、建築指

導課、道路建設課、下水

道課、水道課、教育総務

課、学務課、学校給食セ

ンター、生涯学習課、図

書館、文化振興課、博物

館、上高津貝塚、スポー

ツ振興課、指導課、消防

本部

（31）契約書が必要な契

約を請書で対応して

いたものがあった。

契約規則第２９条第１項によれば、５０

万以下の委託契約を締結する場合は、契約

書を作成しないことができるとされている

が、個人情報を取り扱う事務を委託する場

合は、個人情報の取扱いについて特に注意

を払う必要があることから、個人情報取扱

特記事項を含む契約書を取り交わす必要が

あるところ、請書を受領したに過ぎないも

のがあったため、適正に処理されたい。

広報広聴課、総務課、管

財課、生活安全課、環境

衛生課、高齢福祉課、健

康増進課、こども政策

課、保育課、勤労青少年

ホーム、道路建設課、学

務課

契約規則第２９条第１項によれば、５０

万以下の委託契約を締結する場合は、契約

書を作成しないことができるとされている

が、当該額を超える契約を請書で対応して

いるものがあったため、適正に処理された

い。

消防本部

契約規則第２９条第１項によれば、１３

０万以下の工事又は製造等の請負契約を締結

する場合は、契約書を作成しないことがで

きるとされているが、当該額を超える契約

を請書で対応しているものがあったため、

適正に処理されたい。

道路管理課

（32）再委託の承認につ

いて

請負工事及び委託業務執行規則第２７条

第１項によれば、再委託をする場合は、再
委託（変更）承認申請書を提出し、承諾を受

けることとされているが、承諾の決裁を受け

ていないものや承諾を行った記録のないもの

があったため、適正に処理されたい。

納税課、水道課
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（33）再委託先での個人

情報の取扱いについ

て

個人情報の管理の状況を点検するために

「土浦市長が保有する個人情報等の適切な

管理のための措置に関する要項」に基づき

作成されたチェックリストによれば、委託

先が再委託先と締結した個人情報の適正な

管理に関する契約書の写しを提出させ、再

委託先の個人情報の管理状況に関する検査

報告を求める必要があるところ、委託先と

再委託先の契約書に添付された個人情報取

扱特記事項の記載が十分でないもの、当該

個人情報取扱特記事項に基づき再委託先が

委託先に提出した安全管理措置の報告等を

確認していないものがあったため、適正に

処理されたい。

高齢福祉課

「土浦市長が保有する個人情報等の適切

な管理のための措置に関する要項」に基づ

き作成されたチェックリストによれば、委

託先と再委託先との間の契約書の写しを提

出させることになっているが、その提出の

ないもの及び再委託先が委託先に提出した

安全管理措置の報告等を確認していないも

のがあったため、適正に処理されたい。

納税課

（34）工事で監督職員が

選任されていないも

のがあった。

地方自治法第２３４条の２第１項によれ

ば、工事若しくは製造その他についての請

負契約又は物件の買入れその他の契約をし

たときは、契約の適正な履行を確保するた

め又はその受ける給付の完了の確認のため

に監督及び検査が必要であり、監督職員を

選任し、請負工事及び委託業務監督要綱の

規定により、監督を適正に執行されたい。

社会福祉課、水道課、議

会事務局

（35）工事の契約で現場

代理人及び主任(監

理)技術者等選任(変

更)通知書又は着工届

のいずれか又は両者

の提出がないものが

あった。

請負工事及び委託業務執行規則の規定に

よれば、工事の契約には、現場代理人及び

主任(監理)技術者等選任(変更)通知書及び

着工届の提出が必要であるがその一部又は

全部の提出がないものがあった。

当該規則に定めがあるということは、こ

れらの書類が工事の監理に必要なものであ

るということなので、工事を適切に監理す

るためにも必要な書類を提出させるように

されたい。

社会福祉課、公園・施設

管理課、道路管理課、下

水道課、議会事務局

（36）下請負届で決裁を

受けていないものが

あった。

請負工事及び委託業務執行規則第６条第

１項の規定により提出された下請負（変

更）届を、決裁を受けないまま保管してい

たものがあったため、適正に処理された

い。

道路建設課、教育総務

課、議会事務局

（37）監督指示書で決裁

を受けていないもの

があった。

請負工事及び委託業務監督要綱第１５条

に規定する監督・指示（承諾）書につい

て、当該様式には決裁欄が設けられている

道路建設課、水道課
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が、その決裁を受けていないものがあった

ため、適正に処理されたい。

（38）提出された書面に

押印のないものがあ

った。

委託契約に係る工程表で受託者の押印が

漏れているものがあったため、適正に処理

されたい。

人事課

工事請負契約に係る着工届で届出者の押

印が漏れているものがあったため、適正に

処理されたい。

下水道課

（39）委託料の支払手続

きに問題があるもの

があった。

委託料は、契約が履行されたことを検査

によって確認した上で支払うべきものであ

るところ、委託期間の満了時点で業務が完

了していなかったため、受託者から誓約書

を徴して契約の履行を約束させ、完了検査

を合格とし、委託料を支払ったものがあっ

た。

業務が完了しなければ、委託料を支払う

ことができないため、委託期間を延長し、

契約を履行したことを確認した上で委託料

を支払うべきである。

管財課

（40）委託業務に係る収

入の扱いに問題があ

るものがあった。

参加者が自転車と一緒に遊覧船に乗れる

ツアーを実施する業務を遊覧船事業者に委

託しているが参加者が支払う乗船料は、委

託業務上発生する収入であるため、受託者

が収受し、その収入を委託業務に係る経費

から差し引いて委託料を請求すべきとこ

ろ、当該乗船料を市の収入（雑入）として

受け入れ、委託料の支払いに充てていたも

のがあったため、適正に処理されたい。

商工観光課

（41）総合的学習等の経

費を業務委託又は補

助金により執行して

いるが予算の執行方

法に誤りがある。

総合的な学習推進研究委託事業等の各学

校に委託している業務及び進路指導対策等

に係る経費を学校長に補助金として交付し

ている業務については、学校の運営に係る

経費であり、本来必要な経費は市が直接執

行すべきものであるにもかかわらず、業務

委託又は補助金として予算を執行するのは

誤りである。

委託業務については、市が行うべきもの

を第三者に委託して実施するものであると

ころ、教育委員会が学校長に対して総合的

な学習推進研究委託事業等の業務を委託す

るというのは不自然である。

また、補助金は、公益上の必要性がある

第三者が実施する事業に財政的援助を行う

ものであるところ、学校の業務である進路

指導対策等に係る経費を補助金により支出

しているのは不適切である。

したがって、現在学校に委託し、又は補

指導課
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助金を交付することにより実施しているも

ののうち学校が業務として行うべきものに

ついては、当該事業に係る経費を教育委員

会が直接執行すべきものである。

実際には、事業の種類も実施している学

校も多いことから今すぐに個別の経費の出

納を全て教育委員会で行うことは困難であ

ると推察されるものの、適正な予算の執行

方法を検討されたい。

（42）随意契約できるか

疑問があるものがあ

った。

救給カレー輸送業務については、通常の

給食を輸送している業者と別途随意契約を

しているが当該業者でなければ業務の遂行

ができないものではなく、地方自治法施行

令第１６７条の２第２号の性質又は目的が

競争入札に適しないものに当たるとは見受

けられなかったことから、適正な方法で契

約されたい。

学校給食センター

（43）起案の決裁印が漏

れていた。

特別給付金の支給決定に係る起案の決裁

者の印が漏れていたことから、適正に処理

されたい。

こども政策課

（44）補助金の概算払い

に係る意思決定の欠

如

補助金等交付規則第１５条の規定によれ

ば、補助金等は、補助金等の額が確定した

後に、補助事業者等の請求により交付する

ものとされ、同条ただし書きで市長は補助

事業等の円滑な遂行上必要があると認める

ときは、概算払いをすることができるとさ

れるところ、補助金の概算払いの請求の受

理に関する起案で概算払いの必要性を判断

することなく、補助金交付の時期の例外で

ある概算払いを行うのは、不適切であるた

め、適正に処理されたい。

一中地区公民館、二中地

区公民館、三中地区公民

館、四中地区公民館、上

大津公民館、六中地区公

民館、都和公民館、新治

地区公民館、人権推進

課、生活安全課

（45）補助対象経費が明

確でないものがあっ

た。

補助金は、地方自治法第２３２条の２の

規定によれば、普通地方公共団体は、その

公益上必要がある場合において、寄附又は

補助をすることができるとされている。

補助金の交付には、公益上の必要性があ

ることが条件となるから、地域の振興や住

民福祉の向上につながる等市の行政目的の

実現が期待できるものでなければならず、

単に特定の民間団体や市民を利するだけで

は、補助金を交付することができない。

それぞれの補助金に係る交付要項に補助

対象経費を単に補助事業に係る事務費や事

業費としている例が見受けられるが、補助

事業に要する経費には、補助対象経費と補

助対象外経費が混在しており、具体的に消

耗品費や印刷製本費等の費目を明示し、ど

ういうものを対象経費とするか明確にして

おかないと何に補助金を使うことを認めて

秘書課、政策企画課、市

民活動課、一中地区公民

館、二中地区公民館、三

中地区公民館、四中地区

公民館、上大津公民館、

六中地区公民館、都和公

民館、新治地区公民館、

人権推進課、生活安全

課、環境保全課、社会福

祉課、障害福祉課、高齢

福祉課、保育課、商工観

光課、生涯学習課、文化

振興課、スポーツ振興

課、指導課、消防本部
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交付を決定したか判断ができない。

また、補助金の額の確定や精算に当たっ

ても、どの経費に補助金を充当したか確認

する必要があり、補助対象にならない経費

に充当されていないか確認をした上で補助

金の交付額を確定するのであるから、補助

対象経費を明確にしておかないと、担当者

によって結果が異なるようなケースも想定

される。

したがって、的確な補助金の交付を実現

するためには、補助対象経費が明確でなけ

ればならないことから、それぞれの補助金

の交付要項の改正を検討されたい。

（46）補助金の交付決定

時の額の算定根拠が

不明確なものがあっ

た。

補助金は、交付上限額や予算額を上限と

して交付されることが多いがどんな事業を

実施しても上限額又は予算額がそのまま交

付されるものではなく、事業の内容に応じ

て、必要となる経費を算定し、交付額を決

定すべきものであるが、交付額の算定根拠

が不明確なものがあった。

補助金は、補助金の交付申請書に添付さ

れた事業計画書や予算書から対象となる事

業及び経費を抽出し、その合計額の何割を

補助するとか、その合計額と予算額又は上

限額のいずれか少ないほうを補助額とする

など適正に補助額を算定した上で交付すべ

きものであるため、補助金の交付決定に当

たっては、どのように補助金の交付額を決

定したかきちんと起案に示すべきである。

秘書課、政策企画課、市

民活動課、一中地区公民

館、二中地区公民館、三

中地区公民館、四中地区

公民館、上大津公民館、

六中地区公民館、都和公

民館、新治地区公民館、

人権推進課、生活安全

課、環境保全課、社会福

祉課、障害福祉課、高齢

福祉課、保育課、商工観

光課、農林水産課、生涯

学習課、文化振興課、ス

ポーツ振興課、指導課、

消防本部

（47）住宅リフォーム費

用助成金について

住宅リフォーム費用助成金は、居住環境

の維持向上及び地域経済の活性化を図るた

め、市内施工業者により自ら居住する市内

の住宅のリフォームを行った場合に工事費

の１０％に当たる額又は１０万円のいずれ

か少ない方を助成するもので平成２７年度

に創設され、例年約１５０件交付されてい

る。

助成金の交付の目的は、理解できるもの

であり、その交付件数からも有効に活用さ

れているものと見受けられるが、市民の税

金を活用して助成していることを考えれ

ば、所得の多い市民までその対象とする必

要があるか疑問もあり、助成金の交付開始

から１０年となる時期でもあり、地方自治

法第２条第１４項の最小の経費で最大の効

果があげられるものとなっているか、改め

て検証されたい。

住宅営繕課
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③ 財産

④ 行政一般

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等
（１）公用車の給油伝票

で給油の必要がない

時点で決裁印が押印

されていた。

公用車の給油伝票は、給油の必要がある

と認めたとき、運行管理者が押印し、運転

者に交付すべきものであり、事前に押印し

たものを用意しておくべきではないため、

適正に処理されたい。

社会福祉課

（２）運転日誌で運行管

理者の決裁印が漏れ

ていた。

車両管理規程第１４条第２項によれば、

運転者は、運行状況を運行管理者に報告し

なければならないとされており、その記録

が運転日誌であるので、運行管理者の決裁

を受けるようにされたい。

管財課、生活安全課、社

会福祉課、障害福祉課、

つくしの家、高齢福祉

課、保育課、商工観光

課、消防本部、農業委員

会

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等

（１）旅行命令簿に記載

漏れがあった。

旅行命令簿に記載漏れがあったことから

適正に処理されたい。

都和公民館、新治地区公

民館

（２）専決区分を誤って

いた。

事務決裁規程によれば、１０万円を超

え、１００万円以下の補助金の支出負担行

為については、部長が専決すべきところ、

課長が専決していたものがあったため、適

正に処理されたい。

防災危機管理課

事務決裁規程によれば、普通財産の定期

的な貸付については、許可期間が継続して

おらず、総務部長が専決できるとされる更

新許可には当たらないため、その都度市長

の決裁を受けるべきところ、総務部長が専

決しているものがあったため、適正に処理

されたい。

管財課

事務決裁規程によれば、市税、国民健康

保険税並びに介護保険料及び後期高齢者医

療保険料以外の収入の調定で２，０００万

円以上のものは、部長専決とされるとこ

ろ、国庫補助金の調定の専決を課長が行っ

ていたものがあったため、適正に処理され

たい。

社会福祉課

荒川沖小学校児童クラブ敷地に係る行政

財産の目的外使用更新許可について、使用

料を減免する場合は更新許可であっても市

長までの決裁が必要であるところ、課長が

専決していたものがあったため、適正に処

理されたい。

保育課



- 28 -

市長の教育委員会に対する事務委任規則

によれば、教育委員会に配当された予算に

基づく支出負担行為及び支出命令に関して

は、事務決裁規程別表第１に規定する部長

専決事項に限り、その権限が委任されてお

り、委託料については、教育部長に５００

万円以下の専決権が与えられているだけで

あるため、５００万円以上の委託料を支出

する場合は、教育委員会に属する職員が併

任により市長部局の職員として又は補助執

行によって事務決裁規程に定める専決区分

によって決裁を受ける必要があるが、教育

委員会の５００万円以上の委託料に係る起

案で、予算の専決権のない教育長が専決し

ているものがあったため、適正に処理され

たい。

博物館

教育委員会に配当された予算に関し、

２，０００万円以下の工事請負費について

は、教育部長に専決権があるものの、２，

０００万円を超える工事請負費に係る起案

で教育部長が専決していたものがあったた

め、適正に処理されたい。

教育総務課

教育委員会に配当された予算に関し、事

務決裁規程によれば、工事請負費で１００

万円を超える予算の流用をする場合は、副

市長が専決すべきところ、課長が専決して

いたものがあったため、適正に処理された

い。

教育総務課

研修会に参加する課長の旅費の支出負担

行為票の決裁は、部長が専決することとさ

れるところ、別途起案した決裁文書をもっ

て決議書決裁済みとし、課長が専決してい

るが、当該決裁文書では、旅費の詳細につ

いて積算されておらず、旅費を支出するこ

とについては、決裁を受けているとは言え

るものの、いくら支出するかについては、

決裁を受けているとは言えないため、決議

書決裁済みとして、部長の決裁を受けなか

ったのは、誤りであるため、適正に処理さ

れたい。

人権推進課

市長及び副市長の旅費を支出する際の支

出負担行為票については、市長の決裁を受

けるべきところ、別途表敬訪問を行う旨の

決裁文書をもって、決議書決裁済みとして

課長が専決しているが、当該決裁文書で

は、旅費の詳細について積算されておら

ず、旅費を支出することについては、決裁

を受けているとは言えるものの、いくら支

出するかについては、決裁を受けていると

市民活動課
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は言えないため、決議書決裁済みとして、

市長の決裁を受けなかったのは、誤りであ

るため、適正に処理されたい。

（３）決裁を受けないで

事務処理を行ってい

たものがあった。

支出負担行為票を起票したものの、決裁

を受けないまま、保管していたものがあっ

たため、適正に処理されたい。

三中地区公民館、生活安

全課、社会福祉課、商工

観光課

市長の出張の運転用務に従事した管財課

職員の旅費は、秘書課の予算で執行するこ

とになるが、当該職員の旅行命令について

は、当該職員が所属する管財課の課長の決

裁を受けるべきところ、その決裁を受けて

いないものがあったため、適正に処理され

たい。

秘書課

障害児（者）交流キャンプに随行した保

育所職員の旅費は、障害福祉課の予算で執

行することになるが、当該職員の旅行命令

については、当該職員が所属する荒川沖保

育所の所長の決裁を受けるべきところ、そ

の決裁を受けていないものがあったため、

適正に処理されたい。

障害福祉課

人事課が主催する職員研修先進地視察の

為に出張した職員の旅費は、人事課の予算

で支払っているが、職員の旅費に関する条

例第４条第１項の規定によれば、旅行は、

旅行命令権者の発する旅行命令等によって

行わなければならないところ、旅行命令権

者である当該職員が所属する部署の所属長

の決裁を受けていないものがあったため、

適正に処理されたい。

人事課

都市計画課の業務に係る出張で秘書課に

所属する職員が市長車の運転業務を担った

際の旅行命令については、旅行命令権者で

ある秘書課長の決裁を受けなければならな

いところ、その決裁が漏れているものがあ

ったため、適正に処理されたい。

都市計画課

会計年度任用職員の勤務管理表において

休暇取得時の所属長承認印が漏れているも

のがあったため、適正に処理されたい。

総務課、管財課、市民

課、清掃センター、高齢

福祉課、学務課、学校給

食センター、文化振興

課、消防本部

会計年度任用職員の通勤届に所属長の押

印が漏れているものがあったため、適正に

処理されたい。

学務課、学校給食センタ

ー
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⑤ その他

（４）公金外現金に係る

事務の不備

公金外現金の支出伝票において決裁権者

の押印が漏れているものがあったことか

ら、適正に処理されたい。

人事課、農林水産課、消

防本部

公金外現金において収入や支出に関する

伝票がないものがあったことから、適正に

処理されたい。

社会福祉課

公金外現金の収入伝票において施設長の

押印が漏れていたものがあったことから、

適正に処理されたい。

上高津貝塚

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等
（１）支出負担行為票を

紛失していた。

工事に係る契約の支出負担行為を紛失し

ていたことから、適正に処理されたい。

教育総務課

（２）支出負担行為票を

起票していないもの

があった。

会計規則第４２条第１項によれば、備品

を購入する場合は、契約を締結するときに

支出負担行為を起票する必要があるが、そ

れを行っていないものがあったため、適正

に処理されたい。

農林水産課

（３）貸与品台帳で事務

処理に不備があっ

た。

貸与品台帳で次のような事務処理の不備

があったため、適正に処理されたい。

（１）職員の異動及び貸与期間満了による

返還の記載がないもの

（２）貸与品を受領し、又は返還した際の

受領印又は所属長確認印の漏れている

もの

行革デジタル推進課、総

務課、防災危機管理課、

人事課、管財課、課税

課、納税課、一中地区公

民館、三中地区公民館、

六中地区公民館、市民

課、環境保全課、環境衛

生課、清掃センター、社

会福祉課、国保年金課、

健康増進課、こども政策

課、こども包括支援課、

商工観光課、都市計画

課、都市整備課、公園・

施設管理課、建築指導

課、下水道課、水道課、

教育総務課、学務課、生

涯学習課、図書館、文化

振興課、議会事務局、農

業委員会、会計課

令和３年から令和５年に貸与したものに

ついて、貸与品台帳に記録がなかった。

消防本部

（４）賃貸借契約書で契

約者である市長の押

印等が漏れていた。

賃貸借契約書で借主の記名押印又は押印

が漏れているものがあった。

地方自治法第２３４条第５項によれば、

総務課、六中地区公民

館、学務課
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契約書は、記名押印することで確定し、契

約が成立するとされていることから、押印

漏れのないよう十分注意されたい。

（５）条例等に定めのな

い事務取扱を行って

いた。

公民館の利用については、使用許可を受

けた後の利用日の変更を認める規定がない

にもかかわらず、利用日の変更を行ってい

たため、条例の規定に従い、適正に処理さ

れたい。

一中地区公民館

公民館条例施行規則第８条第１項によれ

ば、公民館の利用申請は、利用しようとす

る日の３日前までに行う必要があるとこ

ろ、昨年までは新型コロナウイルス感染症

対策として、当日までの申請を認めていた

が、現在では特例で対応する必要があると

は考えられないので、適正に処理された

い。

一中地区公民館、二中地

区公民館、三中地区公民

館、上大津公民館、六中

地区公民館、都和公民

館、新治地区公民館

図書館条例第１３条第２項によれば、図

書館の使用料は、許可の際に納入すべきと

されるところ、昨年までは新型コロナウイ

ルス感染症対策として、施設利用の際の納

入を認めていたが、現在では特例で対応す

る必要が考えられないので、適正に処理さ

れたい。

図書館

（６）令達予算の執行に

ついて

学校や保育所で消耗品等を購入した際

は、所管課である学務課や保育課に請求書

を送付して、所管課で予算の執行を行うも

のであるが、各施設からの請求書の送付の

遅れにより、結果として支払う必要はなか

ったものの、遅延損害金が発生していたこ

とから、適正な処理となるよう学校や保育

所を管理されたい。

保育課、学務課

９月３０日で閉園した東崎保育所の令達

予算を１０月１日に開園した認定こども園

土浦幼稚園で開園後に必要になった消耗品

の購入に充てていたものがあったことか

ら、適正に処理されたい。

保育課

（７）行政財産の目的外

使用許可に係る文書

の保存年限の誤りが

あった。

行政財産使用許可事務処理基準によれ

ば、行政財産の目的外使用許可に係る文書

の保存年限は、当初許可にあっては永年、

更新許可にあっては１０年、臨時的許可に

あっては５年とされるところ、その保存年

限を誤っていたものがあったため、適正に

処理されたい。

市民活動課、環境衛生

課、農林水産課、住宅営

繕課、水道課、学校給食

センター、消防本部

（８）請求書の受付日に

ついて

インターネット使用料の請求を受け、約

２か月後に支払っていたことについて、請

政策企画課



- 32 -

求書を正式に受理した時期が分かる受付印

の押印も無く、その受理した日付が特定で

きる記録の添付も無かったため政府契約の

支払遅延防止等に関する法律で定める３０

日以内の支払いが出来ているのか確認でき

ず、遅延利息を支払う必要があるかさえわ

からなかったため、適正に処理されたい。

請求書に不備があったため、請求書の再

提出を求めたが、再提出された請求書の発

行日が当初に発行された日付のままであっ

たため、再提出を受けた時点で受付印を押

印しているものの、請求書発行日と受付印

の日付が乖離している理由が分かるような

記録がなく、遅延利息の支払いを免れよう

と請求書の受付日を操作したと疑念を持た

れるおそれも否定できないため、適正に処

理されたい。

障害福祉課

（９）立替払いを行って

いた。

全国高校野球選手権大会に出場した高校

を出迎える際に用意した花束について、立

替払いをしていた。

急な対応を要したため、売掛を依頼する

も断られ、会計課への窓口払いの申請が間

に合わなかったとのことであるが、適正に

処理されたい。

秘書課

裁判記録を閲覧する際に写しを取得する

必要があることをわかっていながら資金前

渡を受けることなく立替払いをし、裁判記

録の写しを取得していたものがあったこと

から適正に処理されたい。

道路管理課

（10）支払先の誤りにつ

いて

令和４年度に支払った消耗品の支払先が

誤っていたことがわかり、当年度の予算で

正規の支払先に支払うとともに、誤って支

払った額の回収を行っていた。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

第８条第１項の遅延利息が発生していたも

のの、発生した遅延利息は、１００円未満

であり、同法第８条第２項の規定により支

払う必要はなかったが、法に沿った適正な

処理をされたい。

療育支援センター

（11）補助執行と併任が

効果的に活用されて

いないものがあっ

た。

亀城プラザは、市長が所管する施設であ

るが、昨年度から地方自治法第１８０条の

２の規定により教育委員会の職員に施設の

管理運営に関する事務を補助執行させてい

る。

さらに当該施設に係る行政財産の目的外

使用許可に係る事務を処理させるため、地

方自治法第１８０条の３の規定により本年

度から当該教育委員会の職員を市長の補助

行革デジタル推進課、市

民活動課、各地区公民

館、生涯学習課
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職員として併任させている。

補助執行の場合は、補助執行するとされ

た事務に従事し、市長及び教育委員会の指

揮監督に服するのに対し、併任の場合は、

市長の事務一般に従事し、市長の指揮監督

に服することになる。

そうなると、併任により補助執行させて

いた施設の管理運営に関する事務をできる

ことになっており、補助執行させる必要が

なく、２つの制度を効果的に活用できてい

ないため、適切な事務の執行方法を検討さ

れたい。

また、公民館についても同様の課題があ

るため、併せて検討されたい。

（12）前払金を誤った口

座に振り込んでい

た。

業者から前払金請求書の提出を受け、通

常の口座へ入金したところ、当該業者から

前払金の入金先の誤りを指摘され、水道課

の口座への返金を確認後、当該業者の前払

用の口座に改めて入金していたものがあっ

た。

前払金請求書の内容をきちんと確認すれ

ば、防げたミスであると推察され、二度と

同様のミスを繰り返さぬよう事務処理を検

証されたい。

水道課

（13）公用車の法定点検

を怠っていた。

道路運送車両法第４８条第１項によれ

ば、自動車は、その種別及び用途に応じて

定められた期間ごとに点検しなければなら

ないとされているが、水道課が管理する公

用車の一部でそれを行っていないものがあ

ったため、適正に処理されたい。

水道課

（14）転貸借に係る記録

がないものがあっ

た。

市営竹の入住宅に隣接する駐車場及び市

営板谷第２住宅に隣接する農園に係る土地

は、市がその所有者から市営住宅用地とし

て賃借している。

駐車場及び農園として利用されている部

分については、賃貸借を開始した当初と利

用目的が変わり、市営住宅入居者や近隣住

民に転貸しているが、賃貸借契約書には転

貸借を認める記載がなく、貸主から口頭で

転貸借の承諾を得たというメモ書きが残っ

ているものの、公文書として記録されたも

のはないため、契約書等に転貸借に関する

記録を残すようにされたい。

住宅営繕課
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２ 意見（小学校及び中学校及びにおける管理事務）

確認した事実 措置すべき内容 該当部課等
（１）業者からの請求書

を速やかに学務課に

提出しなかったた

め、支払いに遅延が

発生していた。

各学校の令達予算に係る予算の執行は、

学務課が行っており、各学校で消耗品等を

購入した場合は、速やかに学務課に請求書

を送付し、支払いを依頼すべきであるが、

請求書の送付が遅れたことにより、請求を

受けた日から３０日以内に支払いをするこ

とができず、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第８条第１項の遅延利息が発生

していた。

発生した遅延利息は、１００円未満であ

り、同法第８条第２項の規定により支払う

必要はなかったものの、法に沿った適正な

処理をされたい。

上大津東小学校、土浦第

二中学校

（２）郵便はがきの実保

有数と使用簿の記録

が合っていなかっ

た。

事前監査後の報告で学校が公金外現金を

管理している団体で使用するために購入し

たものを誤って市の予算で購入したものと

一緒に保管していたことが判明したところ

であるが、郵便はがきや切手についても現

金と同様に厳正に管理されたい。

土浦第二小学校

（３）公衆電話の利用料

金の管理簿が備え付

けられていなかっ

た。

学校に設置されている公衆電話の利用料

金は、毎月利用の有無を確認し、利用があ

れば、翌日までにはその利用料金の支払い

を行っているとのことであるが、利用の有

無の確認及び利用料金の支払いを記録して

おく必要があると思われるため、適正に処

理されたい。

土浦第二小学校

（４）貸与品台帳の受領

印等の漏れがあっ

た。

貸与品を貸与された際の貸与品台帳への

記入、受領印及び所属長確認印が漏れてい

た。

貸与品台帳は、職員被服貸与規則に定め

られた貸与品の管理に必要な情報を記録す

るものであるため、適正に処理されたい。

上大津東小学校

貸与品の貸与期間が満了した際の貸与品

台帳への記入及び所属長確認印が漏れてい

たため、適正に処理されたい。

土浦第二小学校

貸与品の貸与期間が満了した際の貸与品

台帳への記入及び所属長確認印が数年間に

わたり漏れていたため、適正に処理された

い。

土浦第四中学校

（５）学校内の危険な場

所について

グラウンドにあるマンホールが露出して

いる箇所があり、児童が躓く可能性がある

ので安全確保のための措置をされたい。

真鍋小学校
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３ 意見（保育所及び児童館における管理事務）

来賓駐車場近くでアスファルトが削れ、

雨水がたまる場所があり、実際に児童が転

倒したこともあるとのことなので、安全確

保のための措置をされたい。

中村小学校

百葉箱を囲む木製の柵が倒壊しているた

め、生徒がけがをすることのないよう適正

な措置をされたい。

土浦第四中学校

（６）公金外現金の出金

について

公金外現金の支出伺い、収入調書及び支

出伝票で決裁者である校長の承認を得ない

まま、支出しているものがあった。

公金外現金については、会計規則等の適

用があるものではないが、出金前に決裁を

受け、適正に処理されたい。

土浦第二小学校

公金外現金の伝票で決裁者である校長の

押印が漏れているものがあった。

決裁者の押印がなければ、決裁者の承認

なく予算を執行したことになるため、適正

に処理されたい。

上大津東小学校

公金外現金の収入調書及び支出伝票で決

裁者である校長の押印が漏れていた。

決裁者の押印がなければ、決裁者の承認

なく予算を執行したことになるため、適正

に処理されたい。

土浦第二中学校

（７）理科薬品の受払簿

に鉛筆で記載してい

るものがあった。

改変のできる鉛筆で記載したのでは、公

文書として記録を残したことにならないた

め、適正に処理されたい。

土浦第二小学校

（８）理科薬品の受払簿

に使用者の記載がな

いものがあった。

理科薬品の受払簿は、薬品の使用量を記

録するものであり、使用者を記録しないと

不正な使用等を把握することができず、管

理に支障をきたすことになるため、適正に

処理されたい。

土浦第二小学校、上大津

東小学校

確認した事実 対応すべき内容 該当部課等
（１）業者からの請求書

を速やかに保育課へ

提出しなかったた

め、支払いに遅延が

発生していた。

各保育所の令達予算に係る予算の執行

は、保育課が行っており、各保育所で消耗

品等を購入した場合は、速やかに保育課に

請求書を送付し、支払いを依頼すべきであ

るが、請求書の送付が遅れたことにより、

請求を受けた日から３０日以内に支払いを

することができず、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律第８条第１項の遅延利息

が発生していた。

荒川沖保育所、霞ケ岡保

育所
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４ 補足

監査を行った中で公文書に鉛筆で記載しているものや日付等の記載事項の漏れ等の

ケアレスミスは減ってきたものの、特に業務委託に必要な書面等の不足等については、

部署によって対応に差があり、ほとんど改善した部署もある一方で、全く対応してい

ないと見受けられる部署もあった。

監査の結果に付した意見は、指摘事項(監査委員が直ちに改善を要すると判断し、

措置を求めるもの)ではないものの、事務処理等に誤りがあり、改善すべきものと判

断し、記載したものである。

当該意見は、事務処理等に誤りがあった部署を特定して記載しているが、当該部署

以外でも同様の事案が発生することは容易に考えられるため、自分の部署に対して出

発生した遅延利息は、１００円未満であ

り、同法第８条第２項の規定により支払う

必要はなかったものの、法に沿った適正な

処理をされたい。

（２）保育所内の危険な

場所について

ネットフェンスに２０ｃｍ×３０ｃｍく

らいの穴があったことから、児童がけがを

することのないよう適正な措置をされた

い。

荒川沖保育所

（３）個人情報の安全管

理措置の実施に関す

る報告書を委託業者

が提出していなかっ

た。

個人情報を取り扱う業務を委託する場合

は、個人情報の取扱いの適正化を図るた

め、契約書で特記事項を定めており、その

中に受託者は、情報セキュリティ対策の実

施状況等について、業務に着手する前に報

告することになっているがその報告がされ

ていなかったことから、速やかに報告を求

めるべきである。

ポプラ児童館

（４）個人情報の取扱い

がある業務なのに契

約書によらず、請書

で対応していたもの

があった。

５０万円以下の業務委託については、契

約規則第２９条第１項の規定により契約書

を作成せず、同条第２項の請書によること

が可能であるが、個人情報を取り扱う業務

については、個人情報の取扱いに係る事項

を明確にしておく必要があり、例外的に個

人情報取扱特記事項を含む契約書をとり交

わしておく必要があるため、適正な処理を

されたい。

ポプラ児童館

（５）貸与品台帳の処理

がされていないもの

があった。

貸与品の貸与期間が満了した際の貸与品

台帳への記入及び所属長確認印が漏れてい

た。

貸与品台帳は、職員被服貸与規則に定め

られた貸与品の管理に必要な情報を記録す

るものであるため、適正に処理されたい。

霞ケ岡保育所
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された意見以外もしっかり確認し、同じような失敗をしないように事務の見直しを検

討されたい。

最後に、補助金については、団体の運営経費に対して長きにわたり毎年一定額を交

付し続けていることによって既得権化したり、補助金に頼り切った運営になっている

懸念のあるもの、また、補助金の要項に補助対象経費が明確になっていないことによ

って、対象経費と対象外経費の分別ができているのか疑問が残るものもあったため、

平成３０年度以降開催されていない補助金等検討委員会を開催し、改めて各補助金を

精査すべきである。


